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１　基本方針策定の趣旨

第６次総合計画が平成26年度からスタートしたところであり，市民と行政との協働により「笑顔あふれる安心快適空間　未来に躍動する　魁のまち・水戸」の実現を目指しています。住民に身近な行政サービスは住民に身近な基礎自治体が担うとする地方分権改革の趣旨のもと，本市においては，事務権限の移譲に積極的に取り組み，平成12年度には特例市となるなど，地方公共団体として自主性，自立性を高めながら，特色ある都市づくりを推進してきました。
今回，地方自治法の一部を改正する法律案が成立し，中核市の指定の要件が人口30万人以上から20万人以上に緩和されたことから，水戸市も中核市指定の人口要件を備えることとなりました。
そのため，本市においては，更なる権限の拡大により，自立したまちづくりに向け，中核市に移譲される事務のうち，最も移譲事務数が多い保健所事務について，「保健所事務実施に係る課題等調査検討委員会」を設置し，先行して効果や課題の整理を行ってきました。
その結果等も踏まえながら，窓口サービスの一元化や危機に対する迅速な対応，保健衛生行政における総合的な保健衛生サービスの提供や文教行政における学校教育の充実等とともに，行政機能の強化と都市力の向上を目指し，中核市への移行に向けて取り組んでいくことといたしました。
この「中核市移行に係る基本方針」は，中核市制度の概要，移行の目的や効果，今後の取組などの基本的な事項についてまとめたものであり，この方針に基づき，中核市への移行に向けた取組を進めていきます。



２　中核市制度の概要

（１）中核市移行の要件
　　　中核市制度は，政令指定都市以外の規模や能力などが比較的大きな都市の事務権限を強化し，できる限り住民の身近なところで行政を行うことができるようにして，地域行政の充実に資するべく設けられた制度です。
　　　中核市指定の要件は，かつて面積要件等もありましたが，平成18年からは人口要件（30万人以上）のみとなり，平成26年４月１日現在の中核市は43市です。平成26年の地方自治法の改正では，この要件が人口20万人以上に緩和され，平成27年４月１日から水戸市も中核市指定の人口要件を備えることとなります。

　表１　中核市指定要件の変遷
	
	人口
	面積
	昼夜間比率(※)

	平成7年
制度創設時
	30万人以上
	100ｋ㎡以上
	100超
(人口50万人未満の場合)

	平成11年改正後
	30万人以上
	100ｋ㎡以上
	-

	平成14年改正後
	30万人以上
	100ｋ㎡以上
(人口50万人未満の場合)
	-

	平成18年改正後
	30万人以上
	-
	-

	平成26年改正後
	20万人以上
	-
	-


※直近の国勢調査の結果による従業地・通学地による人口を当該国勢調査の結果による当該市の常住地による人口で除して得た数値に百を乗じて得た数値

表２　人口要件緩和等に向けた地方自治法改正に係る動き
	年月日
	内容

	23年８月24日
	菅内閣総理大臣から第30次地方制度調査会に諮問

	25年６月25日
	第30次地方制度調査会より「大都市制度の改正及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」

	26年１月24日
	総務省より地方自治法改正に関する情報提供

	28日
	全国特例市市長会より中核市移行準備アンケート

	２月19日
	総務省より地方自治法の一部を改正する法律案の情報提供

	３月18日
	地方自治法の一部を改正する法律案を閣議決定

	５月23日
	地方自治法の一部を改正する法律成立

	27年４月１日
	地方自治法の一部を改正する法律施行




（２）中核市の権能等
　　　中核市になると，それまで県が行っていた事務を市が一貫して処理することにより，事務の迅速化や窓口の一元化などの市民サービスの向上が図れます。また，様々な事務に係る基準を市が設定することにより，地域特性を生かした細やかな行政サービスの提供が図れます。
　
表３　主な中核市の権能等
	地方自治法252の22①

	　政令で指定する人口30万(平成27年4月から20万)以上の市(以下「中核市」という。)は，第252の19第１項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち，都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを，政令で定めるところにより，処理することができる。

	地方自治法252の22②

	　中核市がその事務を処理するに当たつて，法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善，停止，制限，禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては，政令の定めるところにより，これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず，又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて，各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

	地域保健法５①

	　保健所は，都道府県，地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市，同法第252条の22第１項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が，これを設置する。

	地方自治法252の36①

	　次に掲げる普通地方公共団体（以下「包括外部監査対象団体」という。）の長は，政令の定めるところにより，毎会計年度，当該会計年度に係る包括外部監査契約を，速やかに，一の者と締結しなければならない。この場合においては，あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに，議会の議決を経なければならない。 
(１) 都道府県 
(２) 政令で定める市 
[bookmark: 1000000000000000000000000000000000000000](３) 前号に掲げる市以外の市又は町村で，契約に基づく監査を受けることを条例により定めたもの 
　※　政令で定める市は，指定都市及び中核市




（３）中核市に移譲される事務の概要
中核市への移行により，都道府県が処理する事務のうち，民生行政，保健衛生行政など相当数の事務を処理することになります(概ね1,600から1,700事務)。このうち，保健衛生行政については，移譲される事務が全体の半数を占めるとともに，保健所の設置が必要であるなど，大きなウエイトを占めています(概ね800から1,000事務)。

表４　中核市の処理する主な事務
	分　野
	主な事務
	想定事務数
(他市事例より)

	民生行政
	・身体障害者手帳の交付
・養護老人ホームの設置認可・監督
・保育所，障害福祉サービス事業者，介護サービス事業者の許認可・指導・監督
・母子・父子・寡婦福祉資金の貸付け
・社会福祉審議会の設置・運営
・民生委員の定数の決定，研修・指導
	360～410
事務程度


	保健衛生行政
	・地域住民の健康保持，増進のための事業の実施
・感染症の予防及びまん延防止対策
・飲食店営業等の許可
・浄化槽の設置等の届出受理
・旅館業，興行場，公衆浴場の営業許可
・理・美容所，クリーニング所の開設届出受理
・病院，診療所，助産所の開設届の受理
	800～1000
事務程度


	環境保全行政
	・ばい煙発生施設の設置の届出受理
・産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者に対する措置命令
・使用済自動車の再資源化等に係る業者の登録受付
	180～200
事務程度

	都市計画等
	・屋外広告業の登録
・屋外広告業を営む者に対する必要な指導，助言及び勧告
	100～220
事務程度

	文教行政
	・重要文化財に関する現状変更等の許可
・県費負担教職員の研修
	10事務程度






３　中核市移行の目的

　　本市の歴史と伝統，芸術・文化，豊かな自然など，水戸ならではの個性を育み，まちの魅力を高めるとともに，市民サービスの向上を図りながら，あらゆる分野で市民が安心を感じられる住みやすいまちを実現していくためには，市の事務権限を拡大し，より一層，自主性，自立性を強化していく必要があります。
　　そのため，市民が誇れる住みやすいまちづくり，特色を生かした自立したまちづくり，選ばれる魅力的なまちづくりに向け，中核市への移行を目指します。

（１）市民が誇れる住みやすいまちづくり
[bookmark: _GoBack]本市の将来都市像である「笑顔あふれる安心都市空間　未来に躍動する　魁のまち・水戸」の実現に向け，県と市においてそれぞれ実施してきた事務を一体化することによる窓口サービスの一元化と迅速化，保健衛生事務の移譲による総合的な保健サービスの提供などの様々な市民サービスの向上を図るとともに，権限が増えることに伴い，市民との協働によるまちづくりを一層推進し，市民が誇れる住みやすいまちを目指します。

（２）特色を生かした自立したまちづくり
　　　 中核市としての権限を担うことにより基礎自治体としての機能を高め，本市の将来都市像に向けた市独自の施策を幅広く展開するとともに，課題に対しても市の実情を十分に踏まえた対応を行うなど，本市の実情に応じて自らが創造的な取組を行い，本市の特色を生かした自立したまちを目指します。

（３）選ばれる魅力的なまちづくり
県内初の中核市になることで都市のイメージアップを図り，経済活動や観光事業など幅広い分野において，活性化につなげるとともに，移譲事務に係る新たな施策の展開によって都市としての活力を高め，多くの方から選ばれる魅力的なまちを目指します。
また，県都として，水戸都市圏発展のリーダーとしての求心力を高めます。



４　中核市移行による効果

(１) 窓口サービスの一元化と迅速化
これまで県と市においてそれぞれ実施してきた事務を市が一体的に推進することにより，市民に対する窓口が一元化され，手続の迅速化が図られます。
例えば，市が行っている一般廃棄物の事務に加え，産業廃棄物も含めた事務を処理することにより，市民の相談窓口が一元化されます。また，不妊治療の助成などについては，県と市のそれぞれに申請が行われていますが，今後は一か所の窓口で行われます。

(２) 危機管理の迅速かつ効果的な対応
市民の生命，健康の安全に係る問題について，直接的な情報の収集，提供を行うことができるようになるとともに，市自らが判断，原因究明，被害拡大の防止などを行うことができるため，危機管理機能の強化が図られます。
例えば，感染症や食中毒などの健康被害に対して，保健所を所管する市が直接的な対応を行うことができるようになるほか，大気汚染防止法に係るばい煙発生施設への指導などの規制について市が対応することができます。

(３) 統計資料に基づく効果的な施策の展開
ビッグデータの活用について研究が進む中で，移譲事務に係る実績や傾向をより統計的に踏み込んで捉えることにより，現状に対応した効果的な施策の展開が図られます。
例えば，保健衛生に係る統計資料の活用により，本市の市民に特徴的な傾向が認められれば，市独自のきめ細やかな施策の展開を図ることができます。

(４) 総合的な保健衛生サービスの提供
県と市が実施してきた保健衛生事務が一体的に実施され，総合的な保健衛生サービスの提供がなされるとともに，医事，薬事事務を実施するため，保健，医療，福祉の連携による専門的・技術的な知見を生かした指導，支援が図られます。

(５) 教職員研修による学校教育の充実
県費負担教職員の研修を市教育委員会で担当することにより，本市独自の学校教育の目標達成に向けた実践的な研修を行うことが可能となり，学校教育の充実が図られます。

(６) 行政機能の強化
民生，保健衛生，環境衛生などの多様な分野において，1,600から1,700に及ぶ事務が移譲されることにより，本市自らが独自の施策の展開を進めることができるようになり，行政機能の強化が図られます。
また，中核市になることで，連携中枢都市圏における連携中枢都市となることができ，近隣の市町村との連携協力による発展について，選択肢が広がることとなります。

(７) 都市のイメージアップ
中核市として，政令指定都市に準じた都市と位置付けられることで，都市のイメージアップとなり，経済活動や観光事業など幅広い分野において，活性化につながります。



５　中核市移行までの取組

(１) 推進体制
    ア　庁内体制
中核市に移譲される事務は，保健所事務を含む保健衛生行政をはじめ，都市計画行政，文教行政など幅広い分野にわたるため，副市長をトップとし，各部長等から構成される推進組織（「（仮称）中核市移行推進委員会」）を設置し，全庁を挙げて推進します。
また，保健所のあり方など具体的な事項を検討するため，必要に応じて，下部組織(専門部会)を設置するものとします。
　　
イ　県との調整
　　　　中核市に移譲される事務について，市民サービスの向上と効率的な事務執行に留意しながら，県と十分に調整を行い，円滑な移行に向け準備を進めることとします。

ウ　市民への周知
　　　　広報みとや市ホームページを通して，中核市制度や市民生活の変化などの中核市移行に係る情報を広く発信し，市民の関心と理解を深めながら，移行への作業を進めるものとします。

エ　積極的な情報収集及び要望
　　　　中核市移行に向けた取組を行っている他の特例市と課題を共有しながら，意見交換を行うとともに，中核市市長会に中核市候補市として参加し，先進自治体の事例に学ぶなど，積極的な情報収集に努めるものとします。
また，円滑な移行に向け，特例市市長会を通じて財政措置などの要望を行うものとします。







＜推進体制図＞
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(仮称)水戸市中核市移行推進委員会
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＜委員＞消防長，市長公室長，総務部長，財務部長，生活環境部長，保健福祉部長，産業経済部長，都市計画部長，水道部長，教育部長
＜事務局＞行政改革課
専　門　部　会
検討・調査




茨城県
協　議






※ 平成27年４月設置予定








(２)  主な検討事項
ア　財政的影響
中核市への移行に伴い増大する経費については，地方交付税で措置されるものと見込んでいますが，今後，移譲される事務権限について県と協議を進めながら，影響についての詳細な見通しを立てるものとします。
また，保健所事務室等の設置にかかる経費については，現行制度においては，市の負担になることから，今後，必要な施設の確保を図っていく上で，補助金の交付要望をはじめとした財源の確保策や既存の施設を活用するなどの様々な方策について検討を進めるものとします。

イ  保健所のあり方
水戸市保健所が水戸市域を管轄することとなるため，残りの２市３町の管轄に影響が及ぶこととなります。茨城県水戸保健所が２市３町を管轄として，現在地に残った場合でも，管轄を異にする保健所が近接することとなり，市民にとってわかりにくい体制となるため，これらの影響を最小限に抑えるための方策を十分に検討する必要があります。
また，食品等の検査施設や犬等の抑留・処分施設については，中核市の事務を担ううえで重要な施設であるという原則を踏まえながら，効率的な行政運営に配慮した施設のあり方を検討する必要があります。
このように保健所については，施設の設置を伴うことから，早急に結論を出していくためにも，茨城県との十分な協議・検討を進めます。

　  ウ  人材の確保と育成
中核市移行に当たっては，保健所事務の実施に向けて，医師，薬剤師などの専門職の確保が必要になるとともに，産業廃棄物関係事務などの新たな業務に対応する職員が必要となるため，計画的に採用し，人材の確保に努めるものとします。
また，様々な権限が移譲される中で，知恵を絞り，アイディアを導き出して創造性のある事業を立案できる，地方創生を進める時代にふさわしい職員の育成を一層推進するものとします。

　  エ  組織体制
保健所事務については，総合的な保健衛生の拠点の形成に向け，保健センター事務との一体的な推進が望ましいことですが，移譲事務数が相当数にのぼるため，部の再編も含めた検討が必要となります。また，保健所事務以外でも，産業廃棄物関係事務や社会福祉法人指導関係事務については，事務量が多いことから，必要に応じた組織体制の検討が必要となります。
そのため，市民にわかりやすい簡素で機能的な組織編成を基本として，新たな組織体制の検討を進めるものとします。
　　　　
オ　条例・規則等の整備及び附属機関の設置
　　　　中核市に移譲される事務の実施に当たっては，基準や手続き等を定めた条例や規則等の整備が必要であるため，事務の詳細を整理したうえで条例や規則等を整備するものとします。
　　　　また，事務によっては附属機関の設置が必要なものもあるため，既存の附属機関の活用も考慮しながら，効率的な運用を検討するものとします。

６　中核市移行のスケジュール

中核市移行するに当っては，法令の指定手続が下図のとおり定められており，概ね１年程度の期間が必要となります。また，この手続以前の移譲される事務事業の整理，新たに必要となる職員の確保・育成，施設の確保等に２年から３年程度を要します。
このようなことから，中核市の指定までに必要な期間は，概ね４年程度と見込まれます。
今後，中核市への円滑な移行に向けて，専門職に対する十分な研修期間の確保や事務の確実な引継ぎに留意しながら，適切な時期について検討するものとします。
[image: ]【出典：総務省ホームページ】
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